
公立大学の力を活かした地域活性化研究会（第１回）
平成26年9月19日（金） 総務省6階601会議室 資料３

一般社団法人公立大学協会

文部科学省 「先導的大学改革推進委託事業」

教育現場の実態に即した新たな教育手法の開発や具体的な導入方法等
の先導的調査研究を委託し、これらの成果を今後の国公私立を通じた高等
教育行政施策の企画立案及び改善に資するとともに、成果を広く公表するこ
とにより各大学の取組を支援・促進し、大学改革の一層の推進と教育の質の
向上を図ることがねらい。

報告書の構成
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公立大学は86大学となった
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公立大学数

25年間

40年間

公立大学数 86大学

平成以降の新たな公立大学設置
（設置者変更を含む）66大学

平成生まれの公立大学59大学

平成25年度学校基本調査
学生数 143,305人
本務教員数 12,871人
事務職員数 4,518人

こ
の
先
の
改
革
は
何
に
よ
っ
て
？

S24 S30 S35 S40 S45 S50 S55 S60 H1 H5 H10 H15 H20 H25
26* 横浜市立大学
39 岐阜薬科大学
51* 大阪市立大学
53* 神戸市外国語大学
72* 九州歯科大学
1* 札幌医科大学
44* 名古屋市立大学
73* 福岡女子大学
48* 京都府立医科大学
55* 奈良県立医科大学
57* 和歌山県立医科大学
14* 福島県立医科大学
35* 金沢美術工芸大学
19* 高崎経済大学
30* 都留文科大学
67* 下関市立大学
42* 愛知県立大学
43* 愛知県立芸術大学
49* 京都市立芸術大学
17 群馬県立女子大学
81 沖縄県立芸術大学
40* 静岡県立大学
2 釧路公立大学
32 富山県立大学
36* 福井県立大学
74* 福岡県立大学
7* 青森公立大学
15* 会津大学
60* 岡山県立大学
80* 宮崎公立大学
63* 広島市立大学
77* 熊本県立大学
83* 名桜大学
16 茨城県立医療大学
31 長野県看護大学
46* 滋賀県立大学
66* 山口県立大学
54 神戸市看護大学
9* 宮城大学
20* 前橋工科大学
45* 三重県立看護大学
71* 高知工科大学
79 宮崎県立看護大学
8* 岩手県立大学
78* 大分県立看護科学大学
6* 青森県立保健大学
10* 秋田県立大学
21* 埼玉県立大学
82 沖縄県立看護大学
3* 公立はこだて未来大学
13* 山形県立保健医療大学
33* 石川県立看護大学
37* 岐阜県立看護大学
41* 静岡文化芸術大学
59* 島根県立大学
38 情報科学芸術大学院大学
56 奈良県立大学
58* 鳥取環境大学
64* 尾道市立大学
75* 北九州市立大学
27* 新潟県立看護大学
25 神奈川県立保健福祉大学
11* 国際教養大学
52* 兵庫県立大学
68 香川県立保健医療大学
69* 愛媛県立医療技術大学
18 群馬県立県民健康科学大学
23* 首都大学東京
29* 山梨県立大学
34* 石川県立大学
50* 大阪府立大学
62* 県立広島大学
76* 長崎県立大学
4 名寄市立大学
5* 札幌市立大学
24* 産業技術大学院大学
47* 京都府立大学
22 千葉県立保健医療大学
28* 新潟県立大学
61* 新見公立大学
65 福山市立大学
70* 高知県立大学
12* 秋田公立美術大学

公立大学の設置と法人化の経緯を沿革グラフにして現在の大学になった時期の順に並べる
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25年間 法
人
化
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
時
代

前身となった大学（紫）・短大（薄紫）時代、 現在の大学（法人化前）、 現在の大学（法人化後）

公立大学改革は、新設・再編と法人化を通じて行われてきた



段階 背景となる行政課題 施策

第1期
1989～
2003

公立大学の設置
（改組・統合）

地域活性化
地元進学先の不足
特定分野の人材育成
若者の定住

新たな大学の理念の
提示と社会への説明

設置認可申請

第2期
2004～
2012

公立大学法人の
設立

行財政改革
経費削減
公務員数削減
大学のガバナンス改革

法人組織の整備
中期目標の設定
評価委員会の運営
大学組織の見直し

第3期
2013～

自治体政策への
公立大学の積極
活用

自治体ビジョン実現
地域課題解決
知識基盤社会における
学びの拠点づくり

地域の知の拠点化
知的資源の積極活用
法人評価の実効化

設置団体の政策ステージも変化している
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「地方自治体の大学政策の不在」
「学長ガバナンス確立の必要性」

（2012義本高等教育企画課長講演）

平成の設置団体政策 三つの段階（あくまで大くくりにしたものであり、個別にはこれとは異なる）

設
置
団
体
は
こ
の
4
半
世
紀
に
2
度
汗
を
か
い
て
き
た

設置団体政策に関する
調査研究を開始

（2013先導的大学改革推進委託事業）

これまで設置自治体
が公立大学をどのよう
活用しているかに関す
る全国的な調査はなく、
実態は把握できてない

設置自治体は、公立大学の持つ資源を
もっと活用できる。
地域産業育成、少子高齢化対応等の地域課題への対応には、

地方自治体が公立大学の高いポテンシャルを積極的に活用するこ
とが不可欠（＊）

本調査・研究の目的（文部科学省の視点）
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しかし、設置自治体の公立大学政策に
は支援すべき様々な課題がある。
地方自治体は、明確な政策ビジョンに基づいて公立大学の活用

を進めていない場合がある（＊）
公立大学では、設置主体としての地方自治体（首長、議会）の意

向が教学面に大きく働く傾向がある（＊＊）

国と地方との関係で直接支援が難しい
ことから、実態の調査研究からスタート
地方自治体における公立大学の積極的活用を促す事例の調査

研究を通じ、公立大学振興に必要な条件や視点を明らかにする
（＊）

文部科学省

設置自治体

公立大学

運
営
費

地方自治

活用
政策

政策

×

△

大学に関する法令は及
ぶものの、公立大学を直
接支援する予算がない
ため政策誘導の効果は
限定的

＊ 「地方自治体の政策ビジョン実現のための公立大学の積極的活用に関する調査研究」仕様書
＊＊ 中央教育審議会大学分科会審議まとめ「大学のガバナンス改革の推進について」

政策

×運営費



調査研究のプロセスと実施体制

④訪問調査
（海外）

③アンケート
調査

②訪問調査
（国内）

①予備調査
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各種公表済み資料
や公大協資料等を
活用し、①訪問調
査先、②アンケート
調査項目、等の検
討を行う

設置自治体と公立
大学双方が持つ問
題意識等を訪問調
査で明らかにする

全国の公立大学設
置自治体へのアン
ケートにより、公立
大学活用の全国的
な動向を把握する

行政と大学の連携
が進んでいる米国
の州立大学と州政
府の訪問調査から
日本にない視点を
入手する

調査研究の実施体制
調査を担当する研究チームは、公立大学の学長・副学長経験者、公立大学の設置自治体担当者、

公立大学に在籍する高等教育研究者、公立大学団体の職員等の公立大学に精通したメンバーで構
成し、各委員の経験に即して議論や分析を実施

調査研究のプロセス

訪問調査（国内）

設置自
治体の
類型

設置自治体 訪問調査先 調査先に着目した理由 質問内容

都
道
府
県

東京都

• 東京都首都大学支援部
• 公立大学法人首都大学
東京経営企画室/産学公
連携センター

• 大都市部における公立大学の
活用実態の把握

• 他の国私大との競合への対応
 設置自治体に対する質問項目

• 自治体の政策ビジョンにおけ
る大学の役割について

• 公立大学の設置・運営につ
いて

• 諸政策での公立大学の活用
策（中期目標への反映、年
度事業としての予算化）につ
いて

• 公立大大学を活用するため
の支援策について

• 関係者のコミュニケーション
について

 大学に対する質問項目
• 大学の理念、教育目標につ

いて
• 大学側から見た設置団体に

おける公立大学の活用につ
いて

• 地域貢献の取組みについて
（詳細は報告書P.85～147に掲載）

兵庫県

• 兵庫県企画県民部大学
課

• 兵庫県教育委員会教育
企画課

• 兵庫県立大学（COC採択校）

• 人口500万以上の大規模道府
県における公立大学の活用実
態

• 法人化前後における連携の変
化

• COC採択校として、地域の自治
体との連携状況に着目

奈良県

• 奈良県地域振興部、医療
政策部

• 奈良県立大学（COC採択校）

• 奈良県立医科大学

• 人口500万人未満の中小規模
府県における公立大学の活用
実態の把握。この規模では、看
護系、文科系、医科系の単科
大学が多く、類似した公立大学
の参考にもなる

• COC採択校として、地域の自治
体との連携状況にも着目

大分県

• 大分県保健福祉部医療
政策課

• 大分市野津原支所他
• 大分県立看護科学大学

（COC採択校）

市

都留市 • 都留文科大学
• 地方の小規模都市における公

立大学の活用実態の把握
• 地域密着度の高さに着目新見市

• 新見市
• 新見公立大学 8

人
口
規
模
、
財
政
規
模
の
大
き
さ



訪問調査（国内）
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調査から見られた主なポイント

○ 首長と学長の信頼関係に基づく連携が基本。

○ 専門部署等を設置して組織的に両者の連携を継続・発
展させようとする自治体も存在。

○ 自治体幹部を大学に派遣し、設置自治体と大学の意思
疎通を図るケースも。

○ 自治体の政策課題と大学の持つシーズとのマッチングを
重視。

○ 学生の活動が地域にもたらす効果は、自治体から高い評
価を受けている。

○ 施設整備には、自治体の理解と援助が不可欠。

項目 主な設問 結果概要

PDCAの“P”
公立大学政
策に関わる
中長期的な
政策ビジョン

公立大学政
策を実施す
る際に踏ま
える中長期
計画の種類
や性格につ
いて

 設置団体が公立大学政策を実施する際、法定事項である「公立大学法人の中期目標等」に当
然則っている。一方、「自治体の長期ビジョン」や「自治体の中期的な計画」を踏まえる設置団体
は13であり、数としては多くない。

 法人の中期目標で重視される内容は、主に問題意識や基本方向であり、具体的な施策、数値
目標、評価指標まで踏み込んで設定しているところは多くない。

 中期目標以外の計画等では、「地域課題」、「地域活動・貢献、研究」面において大学の役割等
が言及されているが、「大学の教育内容」や「大学の運営・大学への支援」といった大学内の事
柄についてはあまり言及されていない。中期目標以外の計画等の場合、「問題意識・基本方向」
だけでなく、「具体的な施策」について記載される傾向があるが、「数値目標・評価指標」まで設
定しているものは少ない。

PDCAの
“D”
活用の実績

行政分野ご
との公立大
学の活用実
績

 設置団体全体では、健康・福祉分野、文教、産業・経済分野において活用実績が多い。

 設置団体が位置する地域によって政策課題が異なるため、設置団体の属性によって公立大学
が活用される分野に違いがある。都道府県では健康・福祉分野での活用実績が多いが、指定
都市等では都市基盤分野や地域活性化分野での活用実績が多くなっている。

PDCAの
“C”
活用の評価
とコミュニケ
ーション

設置団体と
公立大学の
コミュニケー
ション方法に
ついて

 設置団体と大学のコミュニケーション方法は、「大学と担当課の定期的な協議」が主たるものと
なっている。

 大学と首長の定期的な協議は、設置団体の種類によって差があり、指定都市と地方公共団体
の組合が高い。

 法定事項以外の第三者評価や公立大学の設置妥当性の検証、公立大学設置の経済効果の測
定などの客観的な評価を伴うコミュニケーションについては、いずれの設置団体においても積極
的な取組は行われていない。

PDCAの
“A”
さらなる活用
に向けての
改革・改善
への支援

公立大学に
対する今後
の改革・支
援策につい
て

 設置団体全体では、公立大学の改革・支援策のなかで「施設・設備の整備計画」を最も重視して
いる。

 指定都市は、「設置団体内での各部局のニーズ把握」や「大学のシーズ把握」などの情報収集
に力を入れているが、他の設置団体でこのような取組は多くはない。

 大学との連携や通常の運営交付金以外の財政支援等の回答数は多くはないが、なかには大学
の特色ある取組みや地域課題に対応した取り組みに対して運営費交付金を特別加算したりす
る例も見られる。

一部には設置団体が積極的に公立大学を政策に活用しているが、全体としては設置団体による公立
大学の活用は十分に進展しておらず、法人評価のような法定事項への対応にとどまっている 10



本調査の総括
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設
置
団
体
に
お
け
る
公
立
大
学

の
活
用

P 自治体の中長期的ビジョン・計画等
における公立大学に関する記述内容

D 10の政策分野ごとの公立大学の活
用実績

C 活用の評価と大学とのコミュニケー
ションの方法

A 公立大学の活用等に関する今後の
改革・改善に向けての支援策

モデル事例の収集

設置団体の視点から

公立大学の視点から

米国における設置者と大学との関係

州側の視点から

大学側の視点から

アンケート調査項目及び回答例の作成

設置団体と公立大学の今後の関係を考える上で示唆を得る

公
立
大
学
活
用
の
条
件
を
考
察

調
査
研
究
の
焦
点
を
探
る

公
立
大
学
の
設
置
運
営

公立大学法人
法人運営

運営交付金
法人法化

地方交付税措置

その他

問
題
意
識
の
所
在

■設置団体

教育振興基本計画策定の
内容

■設置団体担当者

設置団体協議会総会の協
議事項

■公立大学
公立大学協会アンケート

【アンケート調査Ⅱ】
【予備調査】

【アンケート調査Ⅰ】

【国内訪問調査】

【海外訪問調査】

アンケート調査Ⅱ 公立大学の設置運営に関する詳細
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設置自治体の悩みとして公立大学法人評価の課題が挙げられた



法人評価をもっと実質化することはできないか？
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公立大学に関する諸制度とその実質化の方策

設置団体政策/公立大学法人評価

実質化された法人評価により
設置団体と大学の対話を実現

認証評価

豊富な対話が行われる評価で
大学構成員の意識改革を実現

FD（義務化）、SD（義務化？）

包括的な能力開発を
公立大学の役員、教員、職員、
設置団体の評価委員、職員

大学ポートレート

徹底した情報公表を行うことで
質保証に資するシステムを実現

記述は例示にとどまる

制度上の課題は、その実質化をいかに行うかにある

評価実質化の第一歩として、大学評価ワークショップを「外部評価」 として実施。

公立大学の評価の実質化に向けての試行例
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認証評価機関

公立大学政策・評価研究センター

地方独立行政法人
評価委員会

公立大学

公立大学法人
設置

大
学
評
価

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

法人評価

認証評価

地独法
第79条

第２期の認証評価において
は、大学自身が行う内部質
保証（外部評価を含む）が
重視される。

学校教育法地方独立行政法人法

法人評価の実施において、
例えば、大学の教育研究上
の特性や特性に基づく課題
が十分踏まえられていない
状況があれば、フォローする。

認証評価の実施において、
例えば「地域の知の拠点とし
ての大学の機能」が必ずしも
十分に踏まえられていない
状況があればフォローする



公立大学の法人評価に関する新たな調査・研究が必要
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法人評価の実質化のための調査研究が必要

平成25年度の経験を生かしつつ新たな調査研究を進める。

→ 法人評価に関する諸情報の蓄積

→ 評価に関する事例集・モデルの作成

→ 法人評価に関する経験交流の場の設定

関係者の連携が必須
全国公立大学設置団体協議会
総務省
文部科学省
公立大学協会（公立大学政策・評価研究センター）

全国公立大学
設置団体協議会

地域の国立・私立大学
とのネットワーク
コンソーシアム

一般社団法人
公立大学協会

公立大学政策・評価
研究センター

公立大学を地域が活用するための条件＝多様な関係者の参画
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大学支援団体
認証評価機関

地方独立行政法人
評価委員会

に関する情報交換の場

自治体支援団体
研修機関等

アメリカの緩やかに連結している高等教育システムは、無数の、あらゆる種類の団体に抱懐されることによって一
つの形を与えられている。（M．トロウ、『高度情報社会の大学』）

調査研究により
作成された

ツール・モデル


